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藤岡市・鬼石町 



 藤岡市及び多野郡鬼石町（以下「両市町」という。）は、両市町の合併に関し、

事前に確認すべき内容について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の２第１項及び市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第

６号）第３条第１項の規定に基づく藤岡市・鬼石町合併協議会における協議結果

を基本とし、以下のとおり協定する。 
 
１ 合併の方式 
  合併の方式は、多野郡鬼石町の全区域を藤岡市に編入する編入合併とする。 
  なお、これまでの両市町のまちづくりの歩みを尊重し、対等な立場での合併

協議を行うものとする。 
 
２ 合併の期日 
  合併の期日は、平成１８年１月１日とする。 
 
３ 新市の名称 
  新市の名称は、「藤岡市」とする。 
 
４ 新市の事務所の位置 
 (１) 新市の事務所の位置は、藤岡市中栗須３２７番地（現藤岡市役所）とす

る。 
 (２) 合併前の鬼石町の事務所については、総合支所とする。 
 (３) 本庁、総合支所の具体的内容については、組織及び機構に関する事項の

中で調整、協議を行うものとする。 
 
５ 議会議員の任期及び定数の取扱い 

(１)  鬼石町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項
第２号の規定を適用し、藤岡市の議会の議員の残任期間に限り、藤岡市の

議会の議員として引き続き在任する。 
在任特例適用期間中の議員の報酬額については、現行の藤岡市議会議員

と鬼石町議会議員、それぞれの報酬額とする。 
(２)  新市の議会議員の定数は、合併後、最初に行われる一般選挙から法定上

限数の３０人以内とし、同規模自治体を参考に定数を決める。 
ただし、合併後最初に行われる一般選挙時に定数特例の適用はしない。 

 
６ 農業委員会委員の任期及び定数の取扱い 
  鬼石町の農業委員会は、藤岡市の農業委員会に統合する。 

(１) 鬼石町の農業委員会の選挙による委員である者のうち、あらかじめ互選
する６人の委員は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第２号

の規定を適用し、藤岡市農業委員会の委員の残任期間まで、引き続き在任

する。 
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(２) 新市の農業委員会の委員の定数及び選挙区については、合併時に制定す
る。 
在任特例適用期間後の選挙による委員の定数については、２１人とする

ものとする。 
    選挙区については現行のとおりとし、第２選挙区に鬼石町の区域を加え

るものとする。ただし、各選挙区の定数については、平成１７年３月の選

挙人名簿登録者数を基準にして定める。 
 
７ 地方税の取扱い 
 (１) 両市町で差異のない税制度については、現行のとおりとする。 
 (２) 両市町で差異のある税制度については、次のとおりとする。 
  ① 法人住民税均等割の税率は、藤岡市の例により合併時に統合する。 
  ② 法人住民税法人税割の税率は、市町村の合併の特例に関する法律第１０

条の規定に基づき、不均一課税を実施する。合併が行われた年度及びその

翌年度は現行のとおりとし、平成１９年度から藤岡市の制度に統一する。 
③ 入湯税の軽減措置については、藤岡市の例により合併時に統合する。 
④ 都市計画税については、現行のとおりとする。 
⑤ 個人住民税の納期については、相違があるため、藤岡市の例により、合

併後に統合する。 
 
８ 一般職の職員の身分の取扱い 

(１) 鬼石町の一般職の職員は、すべて藤岡市の職員として引き継ぐものとす
る。 

(２) 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の
適正化に努めるものとする。 

(３) 職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から調整し、
統一を図るものとする。 

(４) 鬼石町の職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、藤岡市の
職員と不均衡が生じないよう、公正に取り扱うものとする。 

 
９ 地域審議会の取扱い 
  市町村の合併の特例に関する法律第５条の４の規定に基づく地域審議会を合

併前の鬼石町の区域に設置する。 
  なお、地域審議会の組織及び運営に関して必要な事項については、別紙「地

域審議会の設置に関する協議」のとおり定めるものとする。 
 
１０ 財産の取扱い 

(１) 財産（財産区を除く）の取扱い 
    鬼石町の所有する財産及び債務は、すべて藤岡市に引き継ぐものとする。 
 (２) 財産（財産区）の取扱い 
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   ① 鬼石町三波川財産区は、現行のとおり存続する。 
   ② 財産区が所有する財産は、財産区有財産として、藤岡市に引き継ぐも

のとする。 
１１ 特別職の身分の取扱い 

(１) 鬼石町の常勤の特別職の職員（三役及び教育長）は、合併により町の法
人格が消滅するため失職する。 

(２) 鬼石町の非常勤の特別職の職員については、合併により町の法人格が消
滅するため失職する。 
ただし、新市においての各種事務事業の効果的な運営や住民福祉向上の

観点から検討し、それぞれの職の必要性があるものについては、調整を行

うものとする。 
 
１２ 土地利用の取扱い 

(１) 都市計画区域、市街化区域・市街化調整区域、用途地域の土地利用の取
扱いについては、土地利用規制の急激な変化を避けるため、現行制度のま

ま新市に引き継ぐものとする。 
ただし、平成２１年度を目標に土地利用の方針を決定するものとする。 

(２) 都市計画マスタープランについては、既存の都市計画マスタープランを
基調として調整を図り、新市において策定する。 
なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぐものと

する。 
(３) 農業振興地域整備計画については、現在、両市町がそれぞれ策定してい

る現計画を融合させたものを暫定的に活用するものとし、各地域における

農業特性、社会情勢等を勘案し、将来を見据えた持続性豊かな農業振興を

目指し、合併後５年を目途に新計画を策定する。 
 
１３ 条例、規則等の取扱い 
   条例、規則等については、藤岡市の条例、規則等を適用する。 
   ただし、各種事務事業等の調整内容を踏まえ、条例、規則等の新規制定、

全部改正、一部改正等を行うものとする。 
 
１４ 事務組織及び機構の取扱い 

(１) 新市の事務組織及び機構は部制とし、次の調整方針に基づき調整する。 
① 新市の組織は、住民サービスが低下しないように十分配慮する。 
② 住民にわかりやすく、利用しやすい組織・機構 
③ 住民の声を適正に反映できる組織・機構 
④ 簡素で効率的な組織・機構 
⑤ 両市町の現庁舎は、合併時より、藤岡市の庁舎を本庁舎に、鬼石町の庁

舎を総合支所とする。 
(２) 公共施設は、各施設の特徴や必要性を慎重に検討したうえで、合併時ま
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たは合併後に存続、統合、廃止する。 
 
１５ 一部事務組合の取扱い 

一部事務組合の取扱いについては、住民生活に支障が生じないように関係

団体と協議し、合併時までに調整する。基本的には次のとおり取り扱うもの

とする。 
鬼石町が加入している一部事務組合については、合併の日の前日をもって

脱退する。 
多野郡町村会館管理組合については、鬼石町は合併の日の前日をもって脱

退し、新市において合併の日に加入する。 
 
１６ 使用料、手数料の取扱い 

(１) 両市町で差異のない使用料及び手数料については、原則として現行のと
おりとする。 

(２) 両市町で差異のある使用料及び手数料については、受益者負担の公平性
の観点から、可能な限り合併時に統一するよう調整する。 
ただし、金額の差が顕著であるものまたは施設規模自体や料金設定の経

緯が違うことから、単に統一を図ることが困難なものは、必要に応じて緩

和措置等を講じるものとする。 
 
１７ 公共的団体等の取扱い 
   公共的団体等の取扱いについては、各団体の意向、経緯、実情等を尊重し

ながら、次の方針を基に調整する。 
(１) 新市での速やかな一体性を確保するため、両市町で同一または類似して

いる団体で、統一した方が良い団体は、できる限り早期に統合または再編

できるよう調整に努める。 
なお、統一に時間を要する団体は、将来の統一に向けて検討が進められ

るよう調整する。 
(２) 国、県等の指導に基づき設置された団体については、関係機関の助言、

指導等を基に、そのあり方について協議していくものとする。 
(３) 各市町独自の目的を持った団体は、原則として現行のとおりとする。 

 
１８ 附属機関等の取扱い 

(１) 法令により設置しなければならない附属機関及び両市町に設置されてい
る同種の附属機関等については、原則として藤岡市の附属機関等に統合す

るものとする。 
(２) 鬼石町に設置されている附属機関等で、引き続き必要性のあるものにつ

いては、新市の附属機関として設置する。 
(３) 委員数、任期、報酬等は現行の制度を基に調整する。 

なお、委員の構成については、地区割等を考慮し選任するものとする。 
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１９ 補助金、交付金等の取扱い 
   補助金、交付金等の取扱いについては、従来からの経緯、実情等に配慮し

つつ、公共的必要性、有効性、公平性の観点から検討し、次の方針を基に調

整する。 
(１) 両市町で同一または類似している団体に対する補助金等については、関

係団体の意向を尊重しつつ、新市での速やかな一体性の確保の観点から検

討し、できる限り早期に統一するように調整する。 
(２) 両市町で独自の団体に対する補助金等については、関係団体の意向を尊

重しつつ検討し、新市全体での均衡を保つように調整する。 
(３) 両市町で同一または同種の事業に対する補助金制度等については、制度

を統一するように調整する。 
(４) 両市町において独自で実施している事業に対する補助制度等については、

従来からの経緯及び実績を配慮し、新市での均衡を保つように調整する。 
(５) 社会情勢等の変化により補助等の必要性がなくなったため、整理廃止で

きる補助制度等については、廃止するよう調整する。 
(６) 差異の著しい補助金、交付金等で調整が困難なものについては、当分の

間、現行のとおりとする。なお、適正な補助のあり方等について検討し、

新市において統一できるように調整する。 
 
２０ 行政連絡機構の取扱い 
   行政事務の基盤となる行政区については、その必要性から現行のとおりと

する。ただし、平成２２年度を目途に逐次見直しを行う。 
   区長会については、既存団体の実情を尊重し、新市の速やかな一体性を確

立するため合併時に統合する。 
 
２１ 町・字の区域及び名称の取扱い 
   町・字の区域については、現行のとおりとする。 
   町・字の名称については、藤岡市は現行のとおりとし、鬼石町については

現行の大字名から「大字」の表記を削除した名称に変更する。 
 
２２ 慣行の取扱い 

(１) 市の紋章、市民憲章、市の花・木・歌については、藤岡市の制度に統一
する。 
ただし、鬼石町の花・木を追加する。 

(２) 各種宣言については、藤岡市の制度に統一する。 
(３) 表彰制度については、藤岡市の制度に統一する。 

 
２３ 国民健康保険事業の取扱い 

(１) 国民健康保険税の税率及び納期については、合併が行われた年度は現行
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のとおりとし、翌年度に藤岡市の制度に統一する。 
(２) 保険給付事業（療養の給付、各手当、一時金・葬祭費・高額医療費）に

ついては、両市町に相違がないため、現行のとおりとする。 
(３) 健康づくり事業の人間ドック助成については、合併翌年度に再編し統一

する。また、無受診世帯の表彰については、合併時に廃止するものとする。 
 
２４ 介護保険事業の取扱い 

(１) 介護保険事業計画については、平成１８年度からの５年間の次期計画を、
新市において策定する。 

(２) 第１号被保険者の介護保険料については、合併が行われた年度は現行の
とおりとし、平成１８年度からの保険料は、上記計画に基づき新市におい

て定める。 
普通徴収の納期については、合併が行われた年度は現行のとおりとし、

翌年度に藤岡市の例により統合する。 
(３) 保険給付の内容については、両市町に相違がないため、現行のとおり新

市に引き継ぐものとする。 
(４) 鬼石町の介護保険事業所については、住民福祉向上の観点から新市に引

き継ぎ運営する。 
なお、本事業所の公設民営化についても検討し、調整するものとする。 

 
２５ 消防団の取扱い 

(１) 鬼石町消防団を合併時に藤岡市消防団に統合する。 
(２)  鬼石町の分団構成については、合併時までに４分団（各分団員１５名～
２５名）に再編する。ただし、合併後３年以内に各分団員数を藤岡市の例

により統一するものとする。 
団員報酬については、藤岡市消防団の報酬を基本とする。 

(３) 消防、防災関係施設及び機械器具等は、現行のとおり新市に引き継ぐ。
施設整備計画については、合併時に策定する。 

(４) 消防団の運営交付金については、合併時に策定する。 
(５) 消防団員の服制については、合併時に藤岡市の制度に統一する。 

 
２６ 各種事務事業の取扱い 
 

(１) 姉妹都市等交流事業関係の取扱い 
① 姉妹都市・友好都市については、藤岡市の制度に統合する。 
② 国際交流事業については、藤岡市の制度に統合する。 

 
(２) 広報広聴関係の取扱い 
① 広報事業については、合併時に藤岡市の制度に統合する。 
② 広聴事業については、合併時に藤岡市の制度に統合する。 
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③ ホームページについては、合併時に藤岡市の制度に統合する。 
 

(３) 電算システム関係の取扱い 
    電算システムについては、藤岡市の電算システムに統合する。 
    なお、住民サービスの低下を招かないようシステムの統一を図り、合併

時に正常に稼働できるように調整するものとする。 
 

(４) 交通関係の取扱い 
① バス交通の路線及び運行形態は、現行のとおりとする。 
② 交通安全教室（保育園、幼稚園、小学校、高齢者等）、各四季の交通安

全運動（朝の広報活動、街頭指導等）、道路反射鏡の設置・管理、交通安

全施設の点検等については、藤岡市の制度に統一する。 
 

(５) 防災関係の取扱い 
① 防災会議については、藤岡市の例により合併時に統合する。 
② 地域防災計画については、藤岡市の計画を基に新市において策定する。 
③ 防災相互応援協定等の応援体制については、合併時に再編する。 
④ 防災用品の備蓄については、両市町で差異があるため、整備計画により、

均一化を図り、再編整備する。 
⑤ 防災訓練については、藤岡市の例により合併時に統合する。 

 
(６) 窓口業務関係の取扱い 

窓口業務については、住民サービス向上の観点から本庁、総合支所の業

務内容に沿った、より充実したシステムの構築を図り、合併時に再編する

ものとする。 
 

(７) 環境対策事業関係の取扱い 
① 環境基本条例等については、合併後、藤岡市の条例を基に見直しを行う。 
② 環境基本計画については、合併後、藤岡市の基本計画を基に見直しを行

う。 
ただし、新計画が策定されるまでは、藤岡市の現計画を引き続き運用す

るものとする。 
③ 環境審議会については、合併後、藤岡市の制度に統一する。 
④ 河川水質調査については、現行のとおり実施する。 
⑤ し尿処理については、両市町とも同一施設で処理しているため、現行の

とおりとする。 
⑥ し尿処理手数料については、合併時に、藤岡市の制度に統一する。 

 
(８) ごみ・収集運搬業務関係の取扱い 
① ごみ処理施設は、当分の間、現行の施設を使用する。 
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② ごみの収集方法、収集区域は、当面、現行のとおりとする。 
③ ごみの分別は、当分の間は、現行のとおりとし、平成２０年度を目途に

藤岡市の制度に統一する。 
④ ごみ袋は、合併時に、藤岡市の制度に統一する。 

ただし、鬼石町のごみ固形燃料化施設の稼働期間は、布占用袋を使用す

る。 
⑤ ごみ処理手数料は、合併時に、藤岡市の制度に統一する。 
⑥ ごみ資源集団回収補助金制度は、合併時に、藤岡市の制度に統一する。 

 
(９) 健康づくり関係の取扱い 

    健康づくり関係の取扱いについては、次の方針を基に調整する。 
① 国民健康保険鬼石町病院事業については、地域医療の中核を担っており

住民生活にとって重要な事業であるため、現行のとおり新市に引き継ぎ実

施する。 
② 各種検診・相談等の健康づくり事業については、次のとおり調整する。 
ア 両市町において同様の制度で実施しているものは、現行のとおり実施

する。 
イ 両市町において同様に実施しているが、制度等に差異があり調整を要

するものは、住民サービスに低下を招かないことを原則として、新市に

おいて速やかに再編または統合するものとする。 
ウ 各市町で独自に実施している事業については、当面は現行のとおりと

するが、財源等を十分に検討したうえで、新市において再編または統合

するものとする。 
③ 救急医療等への対応については、現行のとおりとする。 

 
(10) 高齢者福祉関係の取扱い 

    高齢者福祉関係の取扱いについては、次の方針を基に調整する。 
① 国または県等が定める制度については、その要綱に準拠するとともに、

現行の実施方法を基に調整し、新市においても引き続き実施する。 
② 両市町で同一または同種の事業については、基本的には現状のサービス

を低下させないように検討し、制度の統一化に向けて調整する。 
③ 両市町が独自に実施している制度または事業については、従来からの経

緯及び実績等に配慮するとともに、事業効果及び健全財政の観点から検討

し、新市において一体性が確保できるよう制度の統一化に向けて調整する。 
 

(11) 障害者福祉関係の取扱い 
    障害者福祉関係の取扱いについては、次の方針を基に調整する。 

① 国または県等が定める制度については、その要綱に準拠するとともに、

現行の実施方法を基に調整し、新市においても引き続き実施する。 
② 両市町で同一または同種の事業については、基本的には現状のサービス
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を低下させないように検討し、制度の統一化に向けて調整する。 
③ 両市町が独自に実施している制度または事業については、従来からの経

緯及び実績等に配慮するとともに、事業効果及び健全財政の観点から検討

し、新市において一体性が確保できるよう制度の統一化に向けて調整する。 
 

(12) 児童福祉関係の取扱い 
① 学童保育所の運営方法及び保育料については、各施設の運営形態や環境

が異なっており、それぞれの独自性を保つため、現行のとおりとする。 
② 児童館については、藤岡市の例により合併時に統合する。 
③ 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当については、法定受託事

務であるため、現行のとおりとする。 
④ 交通遺児等手当については、交通遺児の健全な育成を図るために効果的

な制度であると考えられるため、藤岡市の例により合併時に統合する。 
 

(13) 保育事業関係の取扱い 
① 保育所については、各園の独自性を保ち、より良い保育を目指すため、

現行のとおりとする。 
② 保育園の保育料については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度より

藤岡市の例にならい統一する。 
保育園第３子保育料無料化・軽減化については、少子化対策政策の一環

として効果のある制度と考えるので、合併後に再編する。   
③ 一時保育利用料及び休日保育利用料については、藤岡市の例により合併

後に統一する。 
④ 保育事業の補助金については、藤岡市の例により統合する。 

 
(14) その他の福祉事業関係の取扱い 
① 福祉医療の資格要件については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度

に再編する。 
② 生活保護関係の取扱いについては、国の制度に基づき実施するものとし、

実施方法等については藤岡市の制度にならい施行する。 
③ 災害弔慰金及び災害援護資金貸付については、合併時に藤岡市の制度に

統合する。 
また、罹災見舞金については、合併時に再編するものとする。 

④ 戦没者追悼式及び社会福祉大会については、従来からの経緯等に配慮し

つつ、実施方法等を検討し、新市において再編する。 
⑤ 男女共同参画関係の取扱いについては、合併後に藤岡市の例にならい統

合し、男女共同参画社会の実現を図るため事業の推進に努める。 
⑥ チャイルドシート貸出事業については、合併時に藤岡市の制度に統合す

る。 
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(15) 商工観光関係の取扱い 
① 中小企業制度融資については、原則として合併時に藤岡市の制度に統一

するものとする。 
鬼石町で独自に実施している商業活性化資金については、鬼石町の例に

ならい施行する。 
② まつり、イベント等については、それぞれ地域性や伝統ある事業のため、

合併時は現行のとおりとする。 
ただし、合併後、まつりやイベントのあり方を総合的に検討、調整する

ものとする。 
③ 観光協会については、合併時は現行のとおりとし、合併後に再編する。 

なお、物産協会については、合併時に藤岡市の制度に統一する。 
④ 勤労者への制度融資については、合併時に藤岡市の制度に統一する。 
⑤ 消費生活センター及び消費者相談については、合併時に藤岡市の制度に

統一する。 
⑥ 市町営駐車場については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 
(16) 農林水産関係の取扱い 
① 米の生産調整については、「多野藤岡水田農業ビジョン」及び「産地づ

くり計画書」により現行のとおりとする。 
② 農業農村整備事業及び林業事業の国・県補助事業及び継続事業について

は、新市においても引き続き実施する。 
③ 農林業振興に関する各種計画については、新市において策定する。 

 
(17) 建設事業関係の取扱い 
① 一般市町道の管理及び整備については、路線表示の一元化を図り、整備

基準については、新市において統一した基準を策定する。 
また、道路愛護運動については、現行のとおり存続する。 

② 藤岡市で実施している道路後退用地整備事業については、現行制度のと

おり新市においても実施する。 
③ 宅地開発指導については、合併時に開発指導要綱を整備し、新市におい

ても実施する。 
④ 両市町の公園及び維持管理については、現行のとおり新市に引き継ぐも

のとする。また、藤岡市で実施している「ふれあい広場整備事業」につい

ては、新市においても実施する。 
⑤ 建築確認事務に関することは、限定特定行政庁である藤岡市の制度を鬼

石町区域において適用するものとする。 
⑥ 住宅施策の計画として、公営住宅ストック総合計画を新市において策定

する。 
⑦ 市町営住宅の家賃及び入居申込者の資格は、現行のとおりとする。 
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(18) 上下水道事業関係の取扱い 
① 水道事業関係の取扱いについては、次のとおりとする。 
ア 事業認可については、合併時に鬼石町水道事業を廃止し、藤岡市水道

事業へ統合する。 
イ 上水道事業計画については、合併時に藤岡市水道事業へ統合する。施

設整備計画については、新市において新たな整備計画を策定する。 
ウ 水道料金（上水道、市町営簡易水道・小水道）については、合併時に

藤岡市の制度に統合する。 
ただし、鬼石町区域における上水道料金は、平成２１年３月までの間、

緩和措置を講ずる。 
エ 水道加入金については、藤岡市の例により合併時に統合する。 
オ 検針、水質検査、料金徴収方法については、藤岡市の例により合併時

に統合する。 
カ 浄水場の管理については、新市において策定する。 

② 下水道事業関係については、現行のとおりとする。 
 

(19) 学校教育関係の取扱い 
① 幼稚園、小学校及び中学校施設については、施設の老朽化が進んでいる

状況から施設整備を図る。 
② 学校区については、現行のとおりとする。 
③ 幼稚園については、藤岡市の制度に統一する。 
④ 英語指導助手事業については、藤岡市の制度に統一する。 
⑤ 中学校海外派遣事業については、藤岡市の制度に統一する。 
⑥ 給食調理場施設については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度より

藤岡市の施設に統合する。 
ただし、給食の対象者については、合併年度は現行のとおりとし、翌年

度より藤岡市の例にならい施行する。 
 

(20) 社会教育関係の取扱い 
① 図書館の施設及び管理運営方法については、現行のとおりとする。 
② 公民館事業については、現行のとおりとする。 
③ 生涯学習講座や社会教育講座等については、合併時に整理し、再編する。 
④ 成人式については、藤岡市の例にならい一会場で実施する。 
⑤ 各種スポーツ教室については、合併時に藤岡市の制度に統一する。 
⑥ 各種スポーツ大会については、合併年度は現行のとおりとし、翌年度に

統一する。 
⑦ 学校開放については、平成２１年度より新制度に統一する。 
なお、鬼石町の校庭開放については、合併時に藤岡市の例により実施する。 

⑧ 文化財保護事業については、合併時に藤岡市の制度に統一する。 
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(21) 人権対策関係の取扱い 
① 人権対策関係（啓発事業・推進委員会・集会所事業）については、藤岡

市の制度に統一する。 
② 各種相談業務については、事業内容の相違や未実施の相談事業もあるた

め、各相談事業の高度化・多様化が図れるように調整し、合併時に再編す

る。 
 

(22) その他事業関係の取扱い 
① 選挙関係事務については、基本的には藤岡市の制度に統一するものとす

るが、投票区等については次のとおりとする。 
ア 投票区については、現行のとおりとするが、必要に応じて新市におい

て見直しを行う。 
イ 開票区は、１開票所とする。 
ウ 期日前投票所については、総合支所に設置する方向で調整する。 

② 指定金融機関及び収納代理金融機関については、合併時に藤岡市の例に

ならい施行する。 
③ 行政区拠点施設（公会堂・コミュニティセンター等）の取扱いについて

は、次のとおりとする。 
ア 施設建設費補助制度については、藤岡市の制度に統一する。 
イ 鬼石町で実施している施設維持管理費補助については、合併時に廃止

する。 
ウ 鬼石町のコミュニティセンター用地の借地料負担については、地元負

担とする。ただし、平成１９年度までは現行のとおりとし、平成２０年

度は２分の１負担とする。平成２１年度以降は公費負担を廃止する。 
④ 入札及び契約関係制度については、藤岡市の制度に統一する。 

なお、鬼石町において入札参加資格登録してあったものについては、新

市での登録等について必要な配慮を行うものとする。 
⑤ 小水道補助事業については、藤岡市の制度に統一する。ただし、給水人

口３０人以下の水質検査補助率を改定するものとする。 
 
２７ 新市建設計画に関すること 
   新市建設計画は、別添の「藤岡市・鬼石町合併協議会新市建設計画」に定

めるところによるものとする。 
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別紙 

 

地域審議会の設置に関する協議 
 

（趣旨） 

第１条 この協議は、市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第５

条の４第１項の規定に基づき、合併前の鬼石町の区域に地域審議会を設置することと

し、同条第２項の規定に基づき、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（設置） 

第２条 市町村の合併の特例に関する法律第５条の４第１項の規定に基づき、次のとお

り地域審議会を置く。 

 

名     称 設  置  区  域 

藤岡市鬼石地域審議会 合併前の多野郡鬼石町の区域 

 

（設置期間） 

第３条 地域審議会の設置期間は、合併の日から平成２８年３月３１日までとする。 

  

（所掌事務） 

第４条 地域審議会は、第２条に掲げる設置区域に係る次の各号の事項について、市長

の諮問に応じて審議し、答申するものとする。 

（１）新市建設計画の変更に関する事項 

（２）新市建設計画の執行状況に関する事項 

（３）その他市長が必要と認める事項 

２ 地域審議会は、必要と認める事項について審議し、市長に対し意見を述べることが

できる。 

 

（組織） 

第５条 地域審議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、当該区域に住所を有する者で次の各号に掲げるもののうちから、市長が委

嘱する。 

（１）公募により選任された者（３人以内） 

（２）学識経験を有する者 

（３）その他市長が必要と認める者 

 

（任期及び失職） 

第６条 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は妨げないものとする。 

３ 委員は、当該区域に住所を有しなくなったときは、その職を失う。 

 

（会長及び副会長） 

第７条  地域審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は委員の中から互選する。 

３ 会長は会務を総理し、地域審議会を代表する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 
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（会議） 

第８条 地域審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、最

初の会議は、市長が招集する。 

２ 委員の４分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は会議を招集し

なければならない。 

３ 会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議長は、会長が務めるものとする。 

５ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

６ 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見

を求めることができる。 

７ 会議は、原則として公開とする。ただし、議長が必要と認める場合は、地域審議会

に諮ったうえで公開しないことができる。 

 

（庶務） 

第９条 地域審議会の庶務は、合併前の鬼石町の区域の振興を担当する部局において処

理するものとする。 

 

（補則） 

第１０条 この協議に定めるもののほか、地域審議会の運営に関し必要な事項は、会長

が地域審議会に諮り定める。 

 

附 則 

この協議は、平成１８年１月１日から施行する。 
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この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、署名押印のうえ、各自その 

１通を保有する。 

 

 平成１６年１１月２５日 

 

 

 

        藤 岡 市 長 

 

 

 

        鬼 石 町 長 

 

 

 

立  会  人 

 

 

 藤岡市議会議長 

 
 
 
 鬼石町議会議長 
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